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 はじめに 

 

 本稿は昨年７月に公表された2013年度地方交付税（普通交付税）算定結果について、詳

細な算定基礎のデータ分析を交えてその特徴を明らかにし、さらに、2014年度の普通交付

税算定（以下「交付税算定」と呼ぶ）を展望したものである(１)。 

 2013年度算定では地方公務員給与の臨時特例（以下「給与の臨時特例」と呼ぶ）の反映

とこれに対する財政対策が焦点となった。あくまで政府の要請であった給与削減を地方交

付税を通じて財政面から誘導する算定のあり方は、財政の「需要」を算定する制度の基本

的考え方に照らして問題がある。 

 2014年度の算定では、地方法人課税の交付税原資化対策とともに、行革実績などを補正

                                                                                 

(１) 本稿は２月に行われた自治労主催の地方財政セミナー2014の原稿を加筆修正したものである。 
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に適用する地域の元気創造事業費が創設された。一般財源総額確保の対策が複雑化するな

かで、制度の目的や手段の基本的考え方が見失われつつある。 

 

 

 1. 2013年度の地方交付税のポイント 

 

(１) 2013年度地方財政計画の概要（図表１） 

   2013年度の地方財政計画（以下「地財計画」と呼ぶ）の規模は、通常収支分で81.9

兆円（前年度比0.1％増 以下カッコ内は伸び率、△はマイナス）、地方税や地方交

付税などの使途の自由な一般財源総額は59.8兆円（0.2％）、水準超経費を除く分

（つまり交付団体対象分）でみると59.0兆円（0.0％）といずれも前年度並みを確保

した。 

   歳出では社会保障サービス・給付、保健衛生、公共施設の運営費等を含む一般行政

経費が31.8兆円（2.2％）と大きく増加しているほかは、給与関係経費19.7兆円（△

5.9％）、投資的経費10.7兆円（△2.1％）、公営企業繰出金2.6兆円（△3.1％）など

減少項目が多い。なかでも給与関係経費は給与の臨時特例を織り込んだため大幅に減

少した。これに対し、給与の臨時特例対応分として緊急防災・減災事業費4,550億円、

地域の元気づくり事業費3,000億円が臨時的経費として計上された。 

   一方、歳入では、地方税が34.0兆円（1.1％）と法人関係税を中心に道府県税、市

町村税とも前年度比増。また、地方譲与税についても地方法人特別譲与税の伸びによ

り2.3兆円（3.8％）の見込みとなった。 

   地方交付税は17.1兆円（△2.2％）と2007年度以来の減少となったが、これは歳出

規模の抑制に加え、上記の地方税等の増加による財源不足の縮小が要因となっている。 

   このほか、国庫支出金11.9兆円（0.8％）は生活保護費負担金や新児童手当などの

社会保障関連の国庫補助負担金などが増加している。 

   地方債は11.2兆円（△0.1％）と微減となったが、臨時財政対策債（以下「臨財債」

と呼ぶ）の発行は6.2兆円（1.3％）と高止まりしており、地方債残高のなかでも年々

その割合が上昇している。なお、2013年度の地財計画ベースの地方債残高見込みは

145兆円で、このうち臨財債は45兆円、31.0％を占めている。 

   なお、歳入には「全国防災事業一般財源充当分」が控除項目として計上されている

が、これは別枠である東日本大震災分の全国防災事業（地財計画の東日本大震災分） 
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＜図表１＞ 2013年度地方財政計画歳入歳出一覧（通常収支分） 

（単位：億円、％） 

区     分 
平成25年度
（Ａ） 

平成24年度
（Ｂ） 

増減額
(A)-(B) (C) 

増減率 
(Ｃ）／（Ｂ) 

歳
 
 
 
 
 
入
 

地 方 税 340,175 336,569 3,606 1.1 

地 方 譲 与 税 23,470 22,615 855 3.8 

地 方 特 例 交 付 金 1,255 1,275 △20 △1.6 

地 方 交 付 税 170,624 174,545 △3,921 △2.2 

国 庫 支 出 金 118,503 117,604 899 0.8 

地 方 債 111,517 111,654 △137 △0.1 

 う ち 臨 時 財 政 対 策 債 62,132 61,333 799 1.3 

 う ち 財 源 対 策 債 8,000 8,200 △200 △2.4 

使 用 料 及 び 手 数 料 13,888 14,037 △149 △1.1 

雑 収 入 39,852 40,444 △592 △1.5 

全国防災事業一般財源充当分 ※１ △130 △96 △34 35.4 

計 819,154 818,647 507 0.1 

一 般 財 源 597,526 596,241 1,285 0.2 

（ 水 準 超 経 費 を 除 く ） 590,026 589,741 285 0.0 

歳
 
 
 
 
 
出
 

給 与 関 係 経 費 197,479 209,760 △12,281 △5.9 

 退 職 手 当 以 外 177,892 188,247 △10,355 △5.5 

 退 職 手 当 19,587 21,513 △1,926 △9.0 

一 般 行 政 経 費 318,257 311,406 6,851 2.2 

 補       助 163,919 158,820 5,099 3.2 

 単       独 ※２ 139,993 138,095 1,898 1.4 

  国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費 14,345 14,491 △146 △1.0 

地域経済基盤強化・雇用等対策費 14,950 14,950 0 0.0 

公 債 費 131,078 130,790 288 0.2 

維 持 補 修 費 9,889 9,667 222 2.3 

投 資 的 経 費 106,698 108,984 △2,286 △2.1 

 直 轄 ・ 補 助 56,668 57,354 △686 △1.2 

 単          独 50,030 51,630 △1,600 △3.1 

給 与 の 臨 時 特 例 対 応 分 7,550 － 7,550 皆増 

 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 費 4,550 － 4,550 皆増 

 地 域 の 元 気 づ く り 事 業 費 3,000 － 3,000 皆増 

公 営 企 業 繰 出 金 25,753 26,590 △837 △3.1 

 企 業 債 償 還 費 普 通 会 計 負 担 分 16,376 16,824 △448 △2.7 

 そ の 他 9,377 9,766 △389 △4.0 

不 交 付 団 体 水 準 超 経 費 7,500 6,500 1,000 15.4 

計 819,154 818,647 507 0.1 

（ 水 準 超 経 費 除 く ） 811,654 812,147 △493 △0.1 

地 方 一 般 歳 出 664,200 664,533 △333 △0.1 

※１ 全国防災事業一般財源充当分の平成24年度の額は、平成24年度地方財政計画の歳入に計上さ

れた「緊急防災・減災事業一般財源充当分」の額である。 

※２ 地方税等の減収分（震災関連）見合い歳出分895億円を控除した額である。 

(資料) 総務省ホームページ 
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  に充当する一般財源所要額の振替である。 

 

(２) 地方公務員給与の臨時特例と地方交付税（図表２） 

  ◆ 臨時特例の反映 

    給与の臨時特例は、2013年１月24日に閣議決定された「公務員の給与改定に関す

る取扱いについて」において、政府として防災・減災、地域経済の活性化を理由と

する(２)国家公務員に準ずる対応を正式に地方に対し要請したものである。 

    これを踏まえて、国は2013年度の「地財計画」において相当額の給与削減とその

財政対策を決定した。 

    地財計画上の給与削減の影響額は8,504億円（うち一般財源ベース7,854億円(３)）

となり、この地方交付税の算定では、普通交付税の基準財政需要額（以下「需要額」

と呼ぶ）の各単位費用の引き下げを通じて反映された。 

    一方、緊急課題への臨時的な財政対策として、新たに地財計画の通常収支分にお

いて緊急防災・減災事業費（投資単独事業）4,550億円、地域の元気づくり事業費

3,000億円が加算され、別枠となっている東日本大震災分においても全国防災事業

費（直轄・補助事業）973億円が盛り込まれた。 

    なお、緊急防災・減災事業費と全国防災事業費の地方負担分は全額地方債を充当

し、後年度の元利償還金の７割、８割を地方交付税の需要額に算入することとした。

また、地域の元気づくり事業費は、交付税算定において「地域の元気づくり推進費」

として新たな項目を立て、需要額加算する対策を講じた。 

    起債償還の交付税措置を含めた財政対策全体では、給与の臨時特例による交付税

の減少を中期的に相殺するかたちとなるが、当該年度の直接的な加算対策は地域の

元気づくり事業費3,000億円にとどまる。 

 

  

                                                                                 

(２) 15日の国と地方の協議の場では、地方公務員の給与削減に対する政府からの明確な根拠は示

されず、協議の場で地方側から根拠の明確化の要請を受けて、明記されたものである。その点

では後付けでこしらえた、場当たり的な理由付けである。 

(３) 両者の差額は義務教育費国庫負担金の教職員人件費分である。 
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＜図表２＞ 地方公務員給与費の臨時特例と緊急課題への対応について 

 
 

 

〇 平成25年度における地方公務員の給与について、国家公務員の給与減額支給措置を踏ま

え、国に準じて必要な措置を講ずるよう要請（Ｈ25.1.24閣議決定） 

〇 これを踏まえ、地方財政計画において、平成25年７月からの地方公務員給与費を削減 

〇 防災・減災事業、地域の活性化等の緊急課題へ対応するため、給与削減額に見合った事

業費を、歳出に特別枠を設定して計上 
 

 
1. 増減額 

(１) 地方公務員給与費削減額       ▲8,504億円 

              (うち一般財源 ▲7,854億円) 

(２) 緊急課題への対応 

  ① 全国防災事業費（地方負担分）     973億円 

  ② 緊急防災・減災事業費        4,550億円 

  ③ 地域の元気づくり事業費       3,000億円 

         計            8,523億円 

 ※ ①、②は地方債により措置。③は普通交付税（地域の元気づくり推進費）により措置。 

2. 地域の元気づくり推進費の算定 

 普通交付税の基準財政需要額として、以下のとおり算定。 

 ・地域の活性化の取組に必要な財政需要に対して、人口を基本として基礎額を算定。 

 ・これまでの人件費削減努力を給与水準（国の給与削減前のラスパイレス指数）と、職員数

削減の要素で加算。 
 

 基礎額 
人件費削減努力による加算 

計 
ラスパイレス指数(注１) 職員数削減(注２)

都道府県分 650億円程度 650億円程度 650億円程度 1,950億円程度 

市町村分 350億円程度 350億円程度 350億円程度 1,050億円程度 
 

(注１) 

・「Ｈ24年度（Ｈ24.4.1現在の国の給与削減前のラスパイレス指数）」と「Ｈ20～Ｈ24年度の

ラスパイレス指数の平均値」の小さい方を用いて、100を下回る度合いに応じて割り増して

算定を行う。 

・Ｈ24年度のラスパイレス指数が100以上の場合は割り増しは０。 

(注２) 

・全国の職員数がピークであった５年間（Ｈ５～Ｈ９）の平均職員数と、Ｈ20～Ｈ24年度の平

均職員数による削減率に応じて割り増して算定を行う。（都道府県の平均削減率△11.3％、

市町村の平均削減率△16.1％） 

・Ｈ20～Ｈ24年度の平均職員数が増加している場合は割り増しは０。 
 

(資料) 総務省 2013年度地方財政計画資料 
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  ◆ 地域の元気づくり推進費について ― 普通交付税算定の反映 

    交付税算定に新設された「地域の元気づくり推進費」は道府県分で1,950億円、

市町村分で1,050億円を算定し、測定単位に人口、補正係数に段階補正を適用し、

さらに国家公務員の給与削減前のラスパイレス指数や過去の職員数の削減率の実績

による割増補正が加えられ、各補正で３分の１ずつ算定する構造である。 

    なお、補正による配分効果は後にみるように段階補正の影響が効いており、小規

模自治体においてその寄与度が大きい。 

 

(３) 地域経済基盤強化・雇用等対策費 

   2009年度以来、リーマンショック後の地方財政危機対策として、地財計画において

歳出特別枠が計上されており、2012年度に「地方再生対策費」「地域活性化・雇用等

対策費｣(４)が統合され「地域経済基盤強化・雇用等対策費」が創設された。2013年度

は前年に引き続き総額１兆4,950億円が計上された。 

   需要額では、図表３のような算定に反映され、臨時項目である「地域経済・雇用対

策費」で7,400億円（道府県3,300億円、市町村4,100億円）、既存費目の単位費用で

7,550億円（道府県3,170億円、市町村4,380億円）が算定された。 

 

＜図表３＞ 地域経済基盤強化・雇用等対策費１兆4,950億円の基準財政需要額への反映 

（億円） 

事  業 金 額 うち道府県 うち市町村 関連する項目 

地域経済・雇用対策 7,400 3,300 4,100 地域経済・雇用対策費 

住民生活にひかりをそそぐ

事業 
350 70 280 社会福祉費、地域振興費等 

子育て支援サービス充実推

進事業 
1,000 200 800 社会福祉費 

地球温暖化対策暫定事業 100 50 50
林野行政費（道府県）、林

野水産行政費（市町村） 

活性化推進事業 6,100 2,850 3,250
地域振興費、高齢者保健福

祉費等 

合  計 14,950 6,470 8,480  

(資料) 総務省「平成25年普通交付税大綱」より作成 

                                                                                 

(４) もともと、２つの項目は臨時的に創設されたもので、地方再生対策費は2008年度に地方法人

特別税および同譲与税の導入をきっかけに創設された。また、地域活性化・雇用等対策費は

2009年の地財対策で麻生政権が地方交付税の１兆円加算を打ち出し、地域雇用創出推進費の名

目でいわゆる別枠加算を講じたことに端を発する。この別枠加算の手法は政権交代後も項目名

を変えて継承され今日にいたっている。 
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   なお、地域経済・雇用対策費の算定内容は図表４の通りで2012年度算定と同様であ

る。 

   地域経済・雇用対策費は小規模自治体への割増補正である段階補正に、社会経済指

標や財政指標などによる係数を乗じて算定する。自主財源比率（逆数）や人口密度、

高齢者人口比率などでは地方圏において高い係数が適用される。 

   既存費目では活性化推進事業が大きく寄与しており、地域振興費などの複数の項目

で同経費が単位費用に包括的に算入されている。 

 

＜図表４＞ 地域経済・雇用対策費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 総務省 2012年度普通交付税算定結果資料より抜粋 
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(４) 臨時財政対策債の「財源不足額基礎方式」への完全移行 

   2001年度に創設された臨財債は、一定の算式にもとづき各自治体の発行可能額を算

出し、これを当該自治体の需要額から控除する。 

   臨財債の元利償還金は後年度の交付税算定に100％算入されることから、仕組みの

上では普通交付税の振替財源と位置づけられる。 

   同発行可能額の算定は2011年度から2013年度の３年間で、人口にもとづく人口基礎

方式から自治体の財政力を基準とする財源不足額基礎方式に段階的に移行し、あわせ

て不交付団体の発行は不可となった。 

   臨財債発行可能総額は６兆2,132億円（1.3％）（道府県分３兆8,470億円、市町村

分２兆3,662億円）と増加した。 

   財源不足額基礎方式の算定式は下記に示した内容である。臨財債振替前の財源不足

額（つまり基準財政需要額－基準財政収入額）に対し、臨財債への振替率の全国平均

Ｅを乗じ、さらに、財政力指数にもとづく補正係数（政令市とその他市町村について

は別立て）と調整率をかける。なお、財政力指数は都市部の法人課税の変動にともな

う財政力の変動などを鑑み2012年度以降は５カ年平均を適用する。 

 
 

（振替前の基準財政需要額－基準財政収入額）×Ｅ×財政力指数に応じた補正係数 

 ×調整率 

Ｅ：普通交付税から臨財債（財源不足額基礎方式）への振替率の全国平均 

＊財政力指数は過去５カ年平均 
 

 

   この算式の構造では、財政規模に占める発行額は財政力が低い自治体において大き

くなるが、振替率では財政力が高い自治体で大きくなる。 

   図表５は財政力ごとの振替率を試算し係数で表したものである。政令市、その他市

町村とも財政力が低い場合に係数が小さくなっており、たとえば財政力0.1の場合、

振替率は政令市で0.1551（15.51％）、その他市町村で0.0563（5.63％）、これに対

し0.9の場合、政令市で0.8237（82.37％）、その他市町村で0.6347（63.47％）であ

る。 

   すなわち、財政力の低い自治体については普通交付税による財源保障の割合を高く

する一方で、財政力の高い自治体については赤字地方債による補てんの割合を高くす

る算定結果となる。 
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＜図表５＞ 財政力に応じた普通交付税から臨財債への振替率の試算 

 

財政力指数 政 令 市 その他市町村 

0.1 0.1551 0.0563 

0.2 0.1710 0.0720 

0.3 0.1935 0.0945 

0.4 0.2296 0.1260 

0.5 0.2881 0.1755 

0.6 0.3736 0.2521 

0.7 0.4951 0.3601 

0.8 0.6482 0.4951 

0.9 0.8237 0.6347 

1.0  0.7742 

自治体の普通交付税算定資料より試算 

なお調整率は加味していない 
 

 

   周知のように臨財債の元利償還金は後年度に100％交付税算定で算入されるため、

最終的には財政力による交付税配分の差は還元される構造になっているが、中期的な

交付税算定の変動要因を踏まえると、同じ一般財源の確保といっても、実質的には財

政力による保障のあり方には差があり、2013年度算定はこうした特徴がより強まった

ということができる(５)。 

 

(５) 特定被災地方公共団体の算定 

   東日本大震災の被災地では道路や港湾などのインフラの喪失や人口、児童生徒数等

の急減などにより、交付税算定に用いる統計上数値が把握困難であったり、数値が

あってもその激変のため通常の算定が困難な状況となっている。 

   そこで「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に

より特定被災地方公共団体に指定された自治体については、2011年度の算定から、普

通交付税に関する省令にもとづき、特例的な算定方法を適用している。 

   需要額項目のうち、当該年度の学校基本調査の数値を用いる教育費関連では、避難

などによる児童・生徒数の激減に対し、年度内に復帰するものとみなして児童数等の

                                                                                 

(５) 従来の人口基礎方式においても、人口が多い大都市では財政力が高いため、臨財債の振替率

との関係では同様の傾向があったが、これがより明確な相関をもつようになった。 
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伸び率を全国平均水準で算定し、学校施設の維持管理費等についても復帰後を想定し

て通常の経費を算定している。 

   基準財政収入額（以下「収入額」と呼ぶ）のうち法人事業税や法人住民税について

は、2012年度の算定では過去の実績から推計すると税収が過大評価され、交付税算定

が実状にあわないため、これを踏まえた割落としなどが講じられたが、2013年度は減

収実績にもとづき、通常の算定方法に復帰している。 

   なお、2016年度には2015年国調人口にもとづく普通交付税の測定単位の改定が控え

ており、避難地域に指定されている自治体を中心に、交付税算定の今後のあり方が問

われる。 

 

(６) 住民税の年少扶養控除廃止等による追加増収分に対応した国庫補助負担金の 

  一般財源化 

   2012年度に住民税の年少扶養控除等が廃止され、その一部は児童手当（旧子ども手

当）の自治体負担分に充てられることになり、残余は社会保障関連の国庫補助負担金

の一般財源化に充てられた。2013年度はその追加増収分886億円が生じたことで、子

宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金、妊婦健康診査支援基金にかかる国庫補助事業

の一般財源化に充当された。これにともない、一般財源相当額の経費については需要

額に算入された。 

 

 

 2. 普通交付税算定結果（巻末資料１参照） 

 

 2013年度の交付税算定結果のポイントは以下の通りである。 

 

(１) 概 況 

   普通交付税総額は16兆387億円（△2.2％）、道府県分が８兆4,251億円（△3.1％）、

市町村分が７兆6,136億円（△1.3％）といずれも前年度比減となった。なお、臨財債

を含む実質額の伸びは道府県分が△1.4％、市町村分が△0.1％と減少率は縮小した。 

   算定の結果、不交付団体数は臨財債の影響分(６)を除くと東京都と48市町村の計49

                                                                                 

(６) 需要額から臨財債発行可能額を控除した結果、需要額が収入額を下回り、不交付団体となっ

た自治体 
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団体と前年度より１団体の増加にとどまった。このうち調整率(７)をかけた結果不交

付になったのは神奈川県藤沢市、愛知県豊山町、宮崎県木城町である。一方、今年度、

交付団体となった自治体のなかで1954年の制度発足以来初の交付団体となったのが鎌

倉市である。同市は収入額がほぼ前年度並みとなるなかで、需要額のうち高齢者保健

福祉費などの社会保障関係費の伸びなどが影響している。なお、臨財債への振替がな

かった場合の不交付団体は54団体と前年度より１団体減少している。 

 

(２) 算定要素別の状況 

   需要額を算定要素別にみると、個別算定経費（地域経済・雇用対策費、地域の元気

づくり推進費、公債費除く）は道府県分が16兆8,800億円（△2.0％）、市町村分が17

兆2,400億円（0.4％）と道府県分については給与削減の影響で前年度比減となってい

る。 

   包括算定経費は道府県分が１兆5,246億円（△1.8％）、市町村分が２兆9,636億円

（△2.9％）で引き続き公共事業費の減少が反映されている。 

   地域経済・雇用対策費は道府県分が3,209億円（0.1％）、市町村分が4,015億円

（0.0％）。 

   地域の元気づくり推進費は道府県分が1,811億円、市町村分996億円といずれも皆増。 

   公債費等は道府県分が２兆9,861億円（4.6％）、市町村分が２兆8,167億円（3.1％）

であった(８)。 

   以上の総額から臨財債振替相当額を控除した結果、算定上の需要額は道府県分が18

兆458億円（△0.8％）、市町村分が21兆1,551億円（0.4％）となり、道府県分は微減、

市町村分は微増となった。 

   一方、収入額は道府県分が９兆6,088億円（1.5％）、市町村分が13兆5,274億円

（1.5％）と道府県分は３年連続増、市町村分は２年ぶりの増加となった。 

   両者の算定結果により、普通交付税額は道府県分が８兆4,251億円（△3.1％）、市

町村分が７兆6,136億円（△1.3％）と減少しているが、相対的には収入額の増加が大

きく寄与しており、全体でみると給与削減の普通交付税への影響は限定的であった。 

 

                                                                                 

(７) 地財計画の事前に決定した普通交付税総額に実際の各自治体の算定結果による積算額を突き

合わせるための割落とし率 

(８) 各伸び率は今年度の財源不足団体を基準に前年度と比較したものである。 
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(３) 増減の主な要因 

   需要額の増加要因については、道府県分、市町村分とも、社会福祉費や高齢者保健

福祉費など、需要額に占める割合が高い社会保障関連の単位費用が伸びたことがあげ

られる。そのほか、地財対策である地域の元気づくり推進費の皆増、公債費における

臨財債償還費の増額などが寄与している。 

   減少要因については、資料では給与費の削減が主要因とされているが、各単位費用

に占める給与費の割合はさまざまで、給与費の削減だけで説明することはできず、他

の諸経費の見直しなどの影響も無視できない。 

   一方、収入額の増加要因については、道府県分は道府県民税所得割、法人事業税、

軽油引取税、地方法人特別譲与税。市町村分は市町村民税所得割および法人税割、固

定資産税、市町村たばこ税であり、税制改正や景気回復局面に入り一定の増収効果が

表れている。 

   減少要因については、道府県分は道府県たばこ税、自動車税、市町村分は自動車取

得税交付金、自動車重量譲与税である。 

 

(４) 需要額と収入額の推移 

   次に需要額と収入額および普通交付税の推移をみてみよう。 

   図表６－１・２は、いわゆる三位一体改革にともなう交付税削減が行われた2004年

度を起点に、道府県分と市町村分の需要額（臨財債控除後）と収入額および普通交付

税の推移を表したものである。 

   普通交付税の２本の折れ線グラフは実際の交付額（以下「名目額」と呼ぶ）と臨財

債を加算した実質的な普通交付税（以下「実質額」と呼ぶ）を表している。 

   道府県は2004年度から2008年度にかけて名目額の交付税額が減少傾向にあるが、こ

れは景気回復や税制改正を背景とする収入額の伸びによる財源不足の大幅な縮小、愛

知県の不交付団体への移行（2006～2008年度）などによるもので、需要額ベースでは

安定的に推移している。 

   2010年度にかけて、いわゆるリーマンショックにともなう税収減により財源不足が

拡大し、名目値の交付税額が8.5兆円程度に増加しているが、臨財債を含む実質額で

は13.1兆円となっている。すなわち、この間の大幅な財源不足を交付税の実額ではカ

バーできないため、大幅に臨財債に振り替えた様子がうかがえる。 

   2011年度以降は地財計画を背景に需要額が横ばいとなるなかで、交付税の総額は比 
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＜図表６－１＞ 普通交付税算定の推移（交付団体 道府県分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 総務省「地方交付税算定計数資料」各年度より作成 

 

＜図表６－２＞ 普通交付税算定の推移（交付団体 市町村分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上 
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  較的安定的に推移するものの、実質額と名目額の差が顕著には縮小せず、臨財債への

依存度は高い。 

   一方、市町村についてもほぼ道府県と同様の傾向にあるが、2007年度までは不交付

団体の急増により、需要額と収入額も名目上減少している。2011年度以降は需要額、

収入額、交付税とも安定推移しており、最近の交付税総額は名目額７兆円台、実質額

で10兆円前後となっている。 

   2013年度は給与の臨時特例の影響で、とりわけ道府県算定において需要額の減少が

みられるが、時系列では2011年度を上回っており、臨財債控除前で試算した場合でも

同様であった。 

   近年、地方交付税が比較的安定的に推移している背景には、小泉改革における交付

税削減への各方面からの強い批判や経済情勢を踏まえた政府の総額確保への対応があ

る。なかでも、2009年度以来計上されている歳出特別枠の寄与度は大きい。 

   2013年度も地財計画の地域経済基盤強化・雇用等対策費として1.5兆円の交付税算

定への反映が大きく寄与しているが、あくまで経済財政の悪化に対する暫定措置であ

り、2014年度の地財対策をめぐっては財務省からの全廃の要求がなされるなど先行き

は厳しい。近年の水準は不安定な算定根拠に支えられているものであることに留意す

べきである。 

 

(５) 圏域別交付状況 

   次に普通交付税の道府県分と市町村分合計の圏域別(９)交付状況をみてみよう。 

   図表７－１・２は2005年度以降の普通交付税の圏域別配分比率を表したものである。 

   図表７－１は普通交付税の名目額でみた配分状況。図表７－２は臨財債発行可能額

を合わせた実質額での配分状況である。 

                                                                                 

(９) 本稿では47都道府県を以下の５圏域に区分する。 

   東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋圏（岐阜県、愛知県、三重県）、関

西圏（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）以上「三大都市圏」と呼ぶ。 

   中間地域（宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐

賀県、長崎県、熊本県、大分県）、遠隔地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥

取県、島根県、山口県、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）以上「地方圏」と呼ぶ。 

   なお圏域区分については町田俊彦「地方交付税の地域格差是正機能の低下『東京一極集中』」

林建久他編『グローバル化と福祉国家財政の再編』を参照した。 
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＜図表７－１＞ 普通交付税の配分状況（地方計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上 

 

＜図表７－２＞ 普通交付税の配分状況（地方計 臨財債含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上 
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   おおむね景気動向を背景とする財政状況を反映して、三大都市圏の構成比が大きく

変動しており、2000年代半ばの景気回復局面では大都市自治体の不交付団体の増加や

財源不足の圧縮にともない、構成比が縮小する傾向がみられる。 

   2008年度には経済財政の悪化により大都市の交付団体が増加した結果、三大都市圏

の配分割合が上昇し、その後も同様の傾向が続いている。一方、地方圏の配分比率は

減少しているが、2009年度以降は交付税総額の拡充などにより、おおむね一定額が確

保されてきたものと推察される。 

   2013年度の配分比率には大幅な変動はなく、名目額では三大都市圏が20.3％（東京

圏5.0％ 名古屋圏4.6％ 関西圏10.7％）、地方圏が79.7％（中間地域47.1％ 遠隔

地域32.6％）であった。 

   臨財債を含めた実質額での配分比率では、三大都市圏が26.7％（東京圏8.3％ 名

古屋圏6.0％ 関西圏12.4％）、地方圏が73.2％（中間地域45.1％ 遠隔地域28.1％）

となり、名目額に比べて三大都市圏の割合が上昇、地方圏の割合が低下している。 

   以上のことから2013年度も引き続き、普通交付税の配分の重点が地方圏に置かれて

おり、大都市圏では臨財債による財源確保のウエイトが高いことを意味している。こ

うした傾向は財源不足額基礎方式の算定を通じて、都市部の普通交付税が臨財債に振

り替えられた効果を裏付けるものである。 

（とびた ひろし 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

 

 

キーワード：普通交付税／臨時財政対策債／財源不足額基礎方式／ 

      給与の臨時特例／緊急防災・減災事業費／地域の元気づくり事業費／ 

      地域経済基盤強化・雇用等対策費／地域経済・雇用対策費 
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